
○大阪狭山市地域力活性化支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域における活力の活性化を図り、市民との協働による安全なまちづくりを推進す

るため、自治会等に対し、予算の範囲内において大阪狭山市地域力活性化支援事業補助金補助金（以下

第３条第２項を除き「補助金」という。）を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、自治会等とは、市内の一定の地域において、地域住民の互いの協力により当

該地域における課題を解決することを目的として、おおむね３０以上の世帯により自主的に組織された

団体をいう。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、自治会等が自主的に実施

する次に掲げる事業とする。 

（１） 地域活性化事業 

（２） 防犯活動事業 

（３） 防犯資機材整備事業 

（４） 地域イベント活動事業 

（５） 集会施設小規模修繕等事業 

２ 前項の規定にかかわらず、当該事業が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象事業としない。 

（１） 国、他の地方公共団体又はこれらに準ずる団体の補助金等又は本市の他の補助金等の交付を受

けている事業又は受けることができる事業 

（２） 特定の政党及び宗教に関する活動を行うことを目的とする事業 

（３） その他補助金を交付することが適当でないと認められる事業 

（補助対象経費） 

第４条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表の補助対象事業の区分に応じ、

それぞれ同表に定める経費とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、別表の補助対象事業ごとに、補助対象経費の実支出額と、同表に定める補助基準

額とを比較して少ない方の額に２分の１を乗じて得た額以内の額とする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者（以下「申請者」という。）は、市長が定める



日までに大阪狭山市地域力活性化支援事業補助金交付申請書（様式第１号）を市長に提出しなければな

らない。 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるとき

は、大阪狭山市地域力活性化支援事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により申請者にその旨を通

知するものとする。 

（実績報告及び請求） 

第８条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに大阪狭山市地域力活性化支援事業補助金実

績報告書兼請求書（様式第３号）に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による実績報告書兼請求書の提出がなかったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定

はなかったものとみなす。 

（補助金の額の確定等） 

第９条 市長は、前条の規定よる実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたと

きは交付する補助金の額を確定し、大阪狭山市地域力活性化支援事業補助金確定通知書（様式第４号）

により申請者にその旨を通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による通知後、速やかに申請者に補助金を支払うものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第１０条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は

既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

（１） 虚偽の申請等不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき、又は補助金の交付を受けた

とき。 

（２） 補助金を交付目的以外に使用したとき。 

（３） この要綱の規定に違反したとき。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則（平成１７年１１月３０日要綱第５９号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。 

（大阪狭山市感知式防犯灯設置補助金交付要綱の廃止） 

２ 大阪狭山市感知式防犯灯設置補助金交付要綱（平成１６年大阪狭山市要綱第４７号）は、廃止する。 



附 則（平成１８年９月７日要綱第３３号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年１２月２８日要綱第２９号） 

この要綱は、平成２０年１月１日から施行する。 

附 則（平成２０年８月１８日要綱第２２号） 

この要綱は、公布の日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。 

附 則（平成２８年３月３１日要綱第１３号）抄 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月３１日要綱第２５号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の大阪狭山市地域力活性化支援事業補助金交付要綱の

規定により交付決定を受けた大阪狭山市地域力活性化支援事業補助金については、この要綱の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

附 則（令和４年３月３１日要綱第３０号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現にこの要綱の規定による改正前の関係要綱の様式の規定に基づき作成した用

紙は、この要綱の規定による改正後の関係要綱の様式の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をし

た上で使用することができる。 

附 則（令和５年４月１日要綱第１６号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の大阪狭山市地域力活性化支援事業補助金交付要綱の

規定により交付決定を受けた大阪狭山市地域力活性化支援事業補助金については、この要綱の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 



別表（第４条、第５条関係） 

補助対象事業 補助対象経費 補助基準額 

事業名 事業の内容 

地域活性化事業 地域住民の交流を促進

し、地域の活性化を図る

ために行う活動 

講師謝礼等、交通費、通行料、消耗品

費、印刷製本費、石油等燃料費、医薬

材料費、クリーニング代、保険料、警

備費、会場使用料、物品借上料その他

市長が特に必要と認める経費 

当該自治会等を構

成する世帯数に２

００円を乗じた額 

防犯活動事業 地域の防犯計画等に関

する会議等の開催及び

防犯活動に関わる訓練、

啓発、講演会等の実施 

講師謝礼等、交通費、通行料、消耗品

費、印刷製本費、石油等燃料費、医薬

材料費、クリーニング代、保険料、警

備費、会場使用料、物品借上料その他

市長が特に必要と認める経費 

防犯資機材整備

事業 

防犯活動に必要な資機

材等の整備 

腕章、ジャンパー、誘導灯、青色回転

灯等の購入費、感知式防犯灯の設置費 

当該自治会等を構

成する世帯数に５

００円を乗じた額 

地域イベント活

動事業 

新型コロナウイルス感

染症の影響により停滞

している地域活動を活

性化するため実施する

地域イベント活動（１団

体１つのイベントのみ） 

講師謝礼等、交通費、通行料、消耗品

費、印刷製本費、石油等燃料費、医薬

材料費、クリーニング代、保険料、警

備費、会場使用料、物品借上料その他

市長が特に必要と認める経費 

事業の実施に要し

た経費 

（２００，０００

円を上限とする。） 

集会施設小規模

修繕等事業 

地域活動の拠点である

集会施設の機能を維持

するための小規模な修

繕等の実施（１施設当た

り１回のみ） 

畳表替え、障子・ふすまの張り替え、

建具等の補修、破損した雨樋・窓ガラ

ス等の取替、照明器具・コンセント・

スイッチ類の修繕・取替、給排水設備

修繕・取替、ガスコンロ・瞬間湯沸器

等ガス機器の修繕・取替その他市長が

特に必要と認める経費 

事業の実施に要し

た経費 

（１００，０００

円を上限とする。） 


